
　確定申告が必要となる人は、次のとおりです。例
外も多くありますので、詳しくは国税庁ホームページ
で確認するか、若松税務署に問い合わせてください。
●対象者
▷自営業をしている
▷年末調整が済んでいない
▷地代や家賃収入、配当金など給与以外の所得がある
▷扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住宅

ローン控除などを受けたい
▷個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
●問い合わせ
▷国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/
▷若松税務署☎ 761-2536

①若松税務署
●と　き　２月17 日（月）～３月16 日（月）
　　　　　午前９時～午後４時
※土曜日・日曜日・祝日は除きます。

② AIM ビル（JR 小倉駅前）
●と　き　２月 24 日（月・祝）、３月１日（日）
　　　　　午前９時～午後４時

③遠賀コミュニティセンター
●と　き　１月 28 日（火）～ 30 日（木）
　　　　　午前９時 30 分～午後３時 30 分
※ 30 日は午後２時までです。
※給与・年金所得者で還付を受ける人のみ対象です。

④インターネット
　パソコンやスマートフォンから
国税庁ＨＰで申告することもでき
ます。24 時間申告ができるため、
忙しい人はぜひ利用してください。
●と　き
　３月16 日（月）まで

【共通事項】
●問い合わせ
　若松税務署☎ 761-2536
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収
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申告できる場所は
役場だけじゃない！

申告の日程
　混雑を避けるため、各地区指定日での申告に
協力してください。都合がつかず、指定日以外の
日に来るときは、事前の連絡は必要ありません。

２月 28日 金   朳　中央　頃末南
  鯉口　吉田団地　

３月

 ２日 月

 ３日 火   高松　伊左座
  下二西　下二東 ４日 水

 ５日 木   古賀　頃末北

  吉田西　吉田南 ６日 金

 ９日 月   高尾　美吉野
  二西　二東10日 火

11日 水   おかの台　梅ノ木団地
  緑ケ丘　宮尾台12日 木

13日 金   猪熊　樋口　樋口東
  立屋敷　吉田東16日 月

【公的年金以外の申告】

２月

17日   月   猪熊

18日 火   鯉口　伊左座

19日 水
  吉田西　吉田東
  下二西

20日 木
  吉田団地　吉田南
  美吉野　下二東

21日 金
  おかの台　高松
  緑ケ丘

25日 火
  中央　高尾　立屋敷
  二西　二東　宮尾台　

26日 水
  樋口　樋口東　朳
  梅ノ木団地　古賀

27日 木   頃末北　頃末南

【公的年金のみの申告】

２月17日（月）～３月16日（月）
　　　　　　午前９時～午後４時
※受付番号札は午前８時 30 分から申告会場で

配布します。

と　き

役場 101 会議室
ところ

申告の知恵袋

申告の必要なし

申告が必要

町民税・県民税申告も行ったこと
になります。

収入がない

給与・退職金・公的年金以外の 
収入がある

年末調整などで申告済みの所
得控除に追加や修正がある

町民税・県民税申告が必要かどうかを確認しよう申告フローチャート

スタート
所得税の確定申告を行う予定

収入がなくても国民健康保険税の
軽減措置など、公的サービスの基
礎資料のため申告が必要です。便
利な簡易申告を利用してください。
※町内に住む人の扶養親族などに

なっている場合は、申告不要です。

※申告の対象者は 2020 年１月１日に水巻町に住んでいる人です。１月 2 日以降に
転入した人が申告をする場合、前住所地に問い合わせてください。

※勤務先から給与支払報告書が役場へ提出されない場合、給与所得のみの人であっ
ても、申告をしてもらうことがあります。
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